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電気取次供給基本約款（ベーシックメニュー） 新旧比較表

改定後 現行 備 考

電気取次供給基本約款

（ベーシックメニュー）

2026年1月1日実施

生活協同組合コープぐんま

電気取次供給基本約款

（ベーシックメニュー）

2023年10月1日実施

生活協同組合コープぐんま

〇改定後の要綱実施日へ変更。
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(１) 需給契約は，お客さまの需給契約の申込みに対して，当生協が承諾したときに
成立いたします。

16 料金の算定期間
料金の算定期間は，計量日（電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される

日をいいます。）から次の計量日の前日までの期間（以下「計量期間」といいます。）とい
たします。ただし，電気の供給を開始し，または需給契約が 消滅した場合の料金の算定期
間は，料金適用開始の日から直後の計量日の前日 までの期間または直前の計量日から契約
が消滅した日の前日（当該需要場所において消滅日以降も引き続き他契約により電気の供
給を受ける場合は，消滅日といたします。）までの期間といたします。

(１) 需給契約は，お客さまの需給契約の申込みに対して，当生協が承諾したときに
成立いたします。

(２) 契約期間は，次によります。
イ 契約期間は，需給契約が成立した日から，料金適用開始の日以降、満１年となる
日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は，需給契約は，
契約期間満了後も１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合，
当生協は，契約期間満了前は，新たな契約期間を，需給契約の継続後は，新たな
契約期間，需給契約が成立した日，供給地点特定番号ならびに当生協の名称および
所在地を，電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお，お客さまが
希望されるときを除き，その他の事項のお知らせについては省略することがありま
す。

16 料金の算定期間
料金の算定期間は，計量日（電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される

日をいいます。）から次の計量日の前日までの期間（以下「計量期間」といいます。）とい
たします。ただし，電気の供給を開始し，または需給契約が 消滅した場合の料金の算定期
間は，料金適用開始の日から直後の計量日の前日 までの期間または直前の計量日から契約
が消滅した日の前日（当該需要場所において消滅日以降も引き続き他契約により電気の供
給を受ける場合または契約 期間が満了したことにより需給契約が消滅した場合は，消滅日
といたします。）までの期間といたします。

○（２）の記載を削除

○「または契約期間が満了したことにより受
給契約が消滅した場合」という記載を削除


